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地域公共交通計画と法定協議会の設置について 

 

 

１ 地域公共交通計画の策定について 

 

平成 26年３月に策定された国立市地域交通計画を策定してから、概ね 10年

が経過しています。本計画には、交通安全対策や自転車対策についても検討し

ていますが、この間、交通安全対策や自転車対策は別の計画を策定し、対応を

進めてきました。 

地域公共交通については、全国的に運転士不足が課題となる等、新たな課題

が生じ、これまで以上に地域公共交通に焦点を当て、対策を進める必要性がで

てきています。 

今後、３月の議会に計画策定に必要な会議体を発足させる「国立市地域公共

交通活性化協議会等設置条例案」を提案する予定です。同会議体には計画策定

のほか、地域公共交通会議の機能、福祉有償運送運営協議会の機能も合わせる

予定です。 

これに伴い、地域公共交通会議は令和７年３月末をもって終了となる予定で

すが、来年度以降、改めて委員の募集等を進めていく予定です。 

 

 

２ 計画策定に向けた年度のごとの予定 

 

【令和７年度】 

地域公共交通に関する調査の実施 

 

【令和８年度】 

調査をもとに課題や対策の検討 


